
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対応マニュアル 

～事故・災害等緊急事態発生時の対応について～ 

江戸川区立春江小学校 



１． 春江小学校における日常的な防災活動 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校防災委員会の設置 

○危機管理マニュアルの策定 

○防災教育・防災訓練の計画、実施 

○日常的な施設点検等の実施 

○区教育委員会、区役所との連絡・調整  

【組織】 

委員長    副委員長      総務係（災害対応ﾏﾆｭｱﾙ・災害対策本部組織の整備、    

（校長）   （副校長）        資料、情報収集、記録など） 

                施設・設備係（施設・設備の点検など）  

                防災教育係（防災教育、避難訓練、研修の企画）  

                 救急・救護係（応急手当、防災用具の取扱い指導等） 

学校施設・設備等の点検・整備 

災害対応マニュアルの策定 

○災害の状況別の具体的対応策 

○児童等の安否確認方法、保護者への引渡し計画  

○関係機関への連絡体制の整備 

○薬品保管庫等の危険物保管所をはじめ、校内及び敷

地内の施設・設備全般についての点検（定期・随時・

日常） 

○物品の倒壊・落下防止対策 

○消防法に基づく点検・整備 

 

防災上必要な用具等の点検整備 

○保管場所の把握 

○重要書類等の保管（校長印、学校沿革史、卒業生台

帳、指導要録、人事関係書類等） 

 

 

防災教育の実施 

○防災訓練推進計画の作成 

○児童の発達段階に応じた防災教育の実施 

○多様な状況を想定した避難訓練の実施  

○家庭、地域とともに考える防災教育の実施  

○防災研修の実施 

○「心のケア」の視点にたつ研修 

情報・連絡体制の整備 
○一元的な情報管理 

○学校内における情報の管理・連絡体制や災害時に連

絡すべき機関の把握（リストアップ） 

○保護者への緊急連絡方法の協議 

 
ＰＴＡ・地域等との連携 ○近隣校・地域団体との連携 

○各種機会を捉えた、危機管理マニュアルの保護者・

地域の方等への周知 



２．春江小学校 災害対策本部組織 

※児童の安全確保・確実な保護者への引き渡しを最優先する 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本部長（校長） 

 本部の総括、意思決定 

○副本部長(副校長) 

 本部長の指示による 

 連絡・報告等 

○副本部次長（教務主幹） 

 各班の連絡・調整等 

 

 

 

 

 

 

 

 

災

害

対

策

本

部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総務 

・災害情報の収集 

・保護者への引渡し連絡メールの送信 

・学校 HP の非常用切替、更新 

避難誘導 

・避難誘導 

・児童等の安全確保 

・保護者との連絡 

・児童等の下校、引き渡し 

救護 

・児童等被災者の救護 

 

 副校長 

教務主任 

生活指導主任 

各学年主任  

養護教諭 

生活指導部 

  

施設安全 

・消火 

・施設等の被害状況の点検把握 

・電気、ガス等の安全措置 

・立入禁止措置などの危険回避対応 

・通学路等の被害状況の把握 

搬出 

・重要書類等の非常搬出、保管 

  事務職員 

避難受入 

・避難所開設・運営の支援・協力 

※避難所解説については区危機管理室等と連絡・連携を行う。 

 教務部副主任 

 教務部 

通報連絡 

・全体指揮、避難指示 

・情報収集整理 

・児童及び教職員の安否確認 

・警察、消防等への通報連絡 

教務主任 

情報推進化ﾘｰﾀﾞｰ 

専科主任 

専科教諭 

用務主事 

救助 

・児童等残留者の救出 

生活指導副主任 

生活指導部 



 

１．平常時 

 （１）出席簿の表紙の裏に、在籍数を記入した「確認票」を常備しておく。  

 （２）毎日、職員室前の「児童出欠表」に始業時の出欠状況や、遅刻・早退の状況を記入しておく。  

 

２．授業中（教員が指導しているとき）… 教員は児童に適切な指示を与え、避難させる。 

○避難前 

 （１）緊急放送を良く聞き、避難経路を判断する。 

 （２）「窓をしめ、カーテンを束ねる(開ける)。扉をしめ、電気を消す。」ことを指示する。 

 （３）児童を廊下に出し、2 列に並ばせる。 
 

○避難中 

 （１）火事が発生している場合は、ハンカチを口に当て、姿勢を低くし、「お（おさない）、か（かけ

ない）、し（しゃべらない）、も（もどらない）」を守らせて移動させる。  

 （２）階段を降りるときは、上の階のクラスが内側、下の階のクラスが外側を歩く。(待たせない) 
 

○人員確認 

 （１）校舎を背にして、クラスごとに出席番号順に並ばせる。  

 （２）担任(教科担任)が点呼を行い、その場に座らせる。 

 （３）担任(教科担任)は、確認票に不在児童の数と名前を書いて副校長に報告する。 

    「○年○組、在籍○名、欠席○名、現員○名、異常なし・あり（○○が不明）」 

     ＊「欠席」とは、その時点での不在児童のこと。（早退・遅刻・出席停止・忌引等を含む） 

＜避難完了＞ 

 （４）担任がクラスにつく。 

 

３．休み時間等（教員が指導していないとき） 

○避難前 

 （１）緊急放送を良く聞き、安全を確保する。 

 （２）地震発生の場合には近くの教室に入り、頭を保護する  

  

○避難中 

 （１）火事が発生している場合は、ハンカチを口に当て、姿勢を低くし、「お（おさない）、か（かけ

ない）、し（しゃべらない）、も（もどらない）」を守って、安全な避難経路を通って移動する。  

 （２）近くに教職員がいる場合には、その指示に従い避難をする。  
 

３．人員確認 

 （１）校舎を背にして、クラスごとに出席番号順に並ぶ。  

 （２）教員の指示に従って、待機する。 

 

 

 

 

 

＜災害時避難基本事項＞ 



＜事故発生基本事項＞ 
１ 事故現場での対応体制 
 

事故発生 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊被害の状況や緊急度に応じて  

   緊急対策委員会や緊急職員会議を行う。  

 

 

◎ 通報内容 

  いつ      （時刻） 

  どこで    （教室、校庭など） 

  だれが    （学年 組 名前） 

  どうして  （原因）  

  どうなった（意識、外傷など） 

＊状況により、事故の目撃者からの情報を得る

。 

 

 

・事態や状況の 

把握、判断 

・対応、指示 

・連絡、報告 

 

・負傷者の保護 

・症状の確認 

・応急手当 

学校医 

 

 

・児童の避難誘導、

安全確保 

・危険に対する防御 

・状況事実確認 

・被害の防止 

教職員 
校長 

（副校長） 

養護教諭 

 

指示 

 

報告 

指示 

 

報告 

相談  指導 

保護者 警察の出動要請

（110 番） 

教育委員会 

救急車の出動要請 

（119 番） 

報告・相談  指導 

医療機関

関 

付添搬送 

 

・発生の事態や状況の把握 

・近くの子どもの安全確保 

・協力要請や緊急通報 

・負傷者の把握と応急手当 

 

 

発見者 
 

・事故発生の通報 

 

近くの教職員等 
 



＜地震発生時対応＞ 

１．教職員在校時に発災した場合の基本的な対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童の安全確保 

１ 地震発生 

○児童に安心させるような声をかける。 

○身を守るよう指示する。 

・教室の場合、机に下に潜り込み、対角線に机の脚をつかみ、頭

は窓や壁と反対側に向けて身を守る。 

 ・カバン、防災ずきん等で頭を保護する。 

 ・体育館、校庭等の場合、中央に集まり頭を抱えてしゃがませる。 

 ・廊下等の場合、「落ちてこない、倒れてこない、移動してこな

い」場所に避難する。 

○ドアや窓を開けて出口を確保する。 

○火災など二次災害を防止する。 

 ・コンロ、ファンヒーター等の火を消す。  

 ・コンセントを抜き、ガスの元栓を閉める。  

○負傷者を確認する。 

３ 校舎外避難の決定と指示 

○避難経路の安全を確認する。 

 ・ドアや窓付近の落下物等危険物を除去し、脱出口を確保する。

→被害状況を主事室で集約 

○全校児童に避難を指示する。 

○自力で避難できない児童の安全確保を優先する。 

４ 校舎外避難 

○余震が発生することを想定し、落下物等に注意し冷静に行動する

よう指導する。 

○お・か・し・も（押すな・かけるな・しゃべるな・戻るな）を合

言葉として、分かりやすい指示で児童を掌握する。 

○校舎内に児童が残っていないか確認する。 

○教職員は、誘導、負傷者搬送など、連携した行動をとる。  

○避難の際、出席簿、災害時引渡しカード、ホイッスル、懐中電灯、

ラジオ、災害用 PHS 等の災害時持ち出し品を携帯する。 

○校庭に集合したら、学年、学級ごとに整列させ、腰を降ろして低

い姿勢で待機させる。 

５ 避難後の安全確保 

○人員の確認と安否確認を行う。 

○負傷者を確認し、関係機関への通報を行う。 

○児童等の不安への対処を行う。 

 
６ 状況把握 ○ラジオ等で、地震についての情報を収集する。 

 



発生時の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※震度は一応の目安です。被害の状況により、児童の安全第一に考えれて対応を変更することもあります。 

 

 

 

 

 

 

東京都 
（江戸川区） 

の震度 

地震発生時の場所別ガイドライン 
備  考 

校  内 登 下 校 中 自  宅 

・授業打ち切り 
 
・引き渡し実施 
 

・最寄りの安全な場所に
避難 

・地震が収まったら、 
学校か自宅の近いほ
うに行く。 

・保護者は、通学路を通
って児童を迎えにく
る。 

・学校にいる児童の引き
渡し実施。 

・自宅待機 ・テレビ・ラジオ等で、東
京都（江戸川区）の震度
が５以上の報道。 

・春江小学校のホームペー
ジ上、メール配信連絡。 

※停電等で掲載できない
場合もある。 
・自宅に児童が戻った場合
や自宅待機をする場合
は、その旨を学校に連絡
するように努める。 

 
・学校側が家庭訪問等をし
て、安否を確認する場合
もある。 

（下校の対応） 児童学校待機・引き渡し 
・迎えに来られない場合は、保護者から連絡がなくても、学
校で児童の安全を確保する。 

○保護者は迎えに行けない場合は、その旨を学校側に連絡す
るように努める。 

○学校からの連絡手段が全て遮断された場合には、報道等を
基に保護者の判断で引取りにくる。 

 

 

震度 

５強 

以上 

 

警戒 

宣言 

発令 

 

 

震度 

５弱 

以下 

【校舎に被害があり、教育活動に支障をきたす場合】（給食が作れない場合を含む） 

・震度５強と同じ対応 

【校舎等に被害がほとんどなく、教育活動に支障をきたさない場合】 

・児童の安全を
確保しながら
教育活動を実
施する。 

 

○最寄りの安全な場所
に避難 

○地震が収まったら、 
学校か自宅の近いほ
うに行く。 

○登校途中家に戻った
場合は、その旨を学校
に連絡する。 

○安全を確保 
 後、自宅待
機又は、登
校。 

○自宅待機す
る場合はそ
の旨を学校
に連絡す
る。 

・震度５強に同じ。 
 
・自宅に児童が戻った場合
や自宅待機をする場合
は、その旨を学校に連絡
する。 

 
・学校側が家庭訪問等をし
て、安否を確認する場合
もある。 

 ○安全を確認後、学校へ登校する場合は、
保護者が付き添う。（子供だけでは登校
しない） 

（下校の対応） 安全確認の上、集団下校 
・放課後の活動を中止し、道路の状況等を踏まえ、児童の下校時刻に合わせて、下校、又
は教師が引率して集団下校を実施する。 

・集団下校前に保護者が迎えに来た場合は、その時点で保護者に引き渡しを実施する。 
・集団下校と判断した場合でも、保護者が帰宅困難であると事前に届け出がある場合には、
学校で安全を確保する。 

○帰宅が困難と予想される場合には事前に届け出をする。帰宅ができ次第、学校に児童を
引き取りに来る。 

 

☆☆☆緊急時の児童引き渡しについて☆☆☆ 
① 原則として、保護者が学校に迎えに来てください。 
② どうしても保護者が迎えに来ることができない場合には、引取り人名簿に書いてある方のみが引き取

ることができます。 
③ 保護者又は引取り人名簿に書いてある方が迎えに来れない場合には、児童は学校で待機させます。 



＜火災発生時対応＞ 

１．教職員在校時に発災した場合の基本的な対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ＊火災でなかった場合 

非常ベルが間違って押された場合には、主事室の警報盤横の  

                 マニュアルにより復旧作業を行う。 

 

２ 児童児童の安全確保 

  校舎外避難 

１ 火災発生 
＜その場の教員＞ 

①現場の児童を校庭に避難させる。 

②近くの非常ベルを押し、「火事だ！○○より出火！」と大きな声で叫ぶ。 

③消火活動を行う。 

＜職員室の教員・副校長＞ 

④職員室後方の防災板で、発報場所を確認する。 

⑤非常電話と消火器を持って発報場所に行く。火災のようすを電話で連

絡する。消火活動を行う。（＊火災でなかった場合） 

⑥非常放送で「緊急放送。緊急放送。火災発生。○○より出火。児童は、

○階段を使って校庭に避難しなさい。」 

（2 回繰り返す） 

⑦非常電話で消火活動の状況を確認し、携帯電話(または職員室・保健室

の電話)から消防署に連絡する。 

⑧「火事です。江戸川区立春江小学校です。 

住所は江戸川区瑞江 １－３－３０です。○○から出火しました。

児童は……。現在のようすは……」 

⑨全校児童を校庭に避難誘導する。(出口の確保) 

自力で避難できない児童の安全確保を優先する。 

⑩非常持ち出し袋を持つ。 

⑪消火活動が困難な場合は、教職員も直ちに避難する。  

３ 消火活動 

５ 避難後の安全確保 

○校庭に集合したら、校舎を背にして学年・学級ごとに出席番号順に

整列させ、教員が人員の確認をする。 

→副校長が集約する。 

○負傷者を確認し、関係機関への通報を行う。 

○児童等の不安に対する対処を行う。 

４ 通報 

６ 鎮火後の対応 

○校舎の被害を把握し、安全点検を行う。  

○区教委へ報告する。 

○災害対策本部が今後の対応を決定する。  

○安全が確保できる場所に児童を移動させ、今後の対応を伝える。保

護者には緊急連絡メール・HP にて情報を流す。 



＜不審者侵入時対応＞ 

１ 不審者発見時の基本的な対応 

 ※児童の安全確保を最優先すし、不審者の状況によっては臨機応変に対応を行う。 

        

         

                        

                             

＜発見者＞ 

○ 大きな声を出し、近くの職員に応援を依頼する 

とともに、校長・副校長への連絡を依頼する。 

○  児童の安全を確保（避難・誘導・応急処置）する。 

 ○ 不審者へ対応（現場近くの複数人で対応）する。 

 

      ＜近くの職員＞        応援        応急手当 

※ 校長、副校長への連絡と 

負傷者がある場合、養護教諭への連絡  

○ 大きな声を出し、非常ベルを鳴らす      

○ 児童の安全確保（避難・誘導・応急処置） 

○ 防火扉等を利用し、不審者と児童を遮断する 

       

               連絡 

   職員室・事務室 

○ 侵入場所へ駆けつける（複数の職員） 

● 非常通報装置を押す（学校１１０番） 

● 非常放送（児童の避難・誘導指示） 

       ○ 現場の情報収集を行う 

  ※養護教諭への連絡  ※医療機関への連絡 

※警察への連絡    ※教育委員会への連絡           連絡  指示 

  

                          非常放送による指示 

各教室の対応（児童の安全確保） 

 

 

         
  
 

※警察への通報 

 

 

 

警 

察 

養護教諭 

※医療機関へ  

連絡付き添い  

校長・副校長  

在職員室教員  

事務職員  

避難場所  

体育館、 

校  庭、 

その他  

校 長 が 指 示

する場所 

通常は、小松川警察署に電話連絡を行う。状況により非常通報装置（学校１１０番）を

運用するが、運用に当たっては校長が判断する。  

○ 非常放送に従い、避難する。 

○ 場合によっては校外へ 2 次避難をする。 

○ 児童の避難・誘導（学級担任・教科担任） 

 

教育委員会 

・対応指示 

・応援 

不審者 

負傷者 



＜熱中症発生時対応＞ 

 



＜食物アレルギー発生時対応＞ 

 

時間 児童様子 アレルギー症状 担任 他職員

1 発生
初期

誤食の確認
本人の自覚症状が出る
教員が症状を確認

・近接クラスの担任等に助けを
求める。
・保健室へ児童を搬送
・管理職への報告
・養護教諭への報告
・栄養士への報告

管理職
　報告を受ける。
　児童の症状確認
　事故発生の状況確認
　教育委員会へ報告（５６６２－１６３４）

養護教諭
　報告を受ける。
　児童の症状確認
　初期対応
　保護者への対応確認のための連絡

栄養士
　アレルギー表の確認　除去内容の確認
　給食保健係へ報告（５６６２－１６２６）

2 経過
観察

※児童症状小康状態
養護教諭
　保健室にて児童状態観察。
　管理職へ随時報告

3 症状
進行

児童症状悪化

アレルギー症状の悪化

・5分以内で判断をして
必要に応じてエピペンを使用

※２９年度は
1年（女子）、５年（女子）の２名

管理職
　救急車要請判断・救急車要請

　　　江戸川消防署　03（3656）0119
　　　瑞江出張所　03（3679）0119
養護教諭
　児童看護（預かっている・薬エピペン使用）
　救急車乗車
　

アレルギー前段階
～アレルギー初期症状

アレルギー緊急対応時の流れ 江戸川区立春江小学校



 


